
募
　
集

日
時
　
10
月
16
日
㈰
８
時
～
９
時

※�

小
雨
決
行
。
大
雨
の
と
き
は
、
10

月
23
日
㈰
に
延
期
。

場�

所
　
公
園
や
生
活
道
路
、
河
川
敷

地
、
空
き
地
な
ど
公
共
の
場
所

問�
い
合
わ
せ
　
登
別
市
連
合
町
内
会

事
務
局
（
市
民
協
働
Ｇ
内
・
☎
�

１
０
７
９
）

　
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
が
、
毎

年
８
月
か
ら
翌
年
７
月
ま
で
の
１
年

間
で
、
医
療
費
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

の
自
己
負
担
額
の
限
度
額
を
超
え
て

支
払
い
を
し
た
場
合
、
超
過
額
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

　
平
成
26
年
８
月
か
ら
、
70
歳
未
満

の
方
の
所
得
区
分
が
細
分
化
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
に
応
じ
た
負
担
に

な
る
よ
う
に
限
度
額
が
変
更
さ
れ
て

い
ま
す
。

※�

支
給
対
象
者
に
は
、
平
成
28
年
９

月
に
申
請
書
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
国
民
健
康
保
険
Ｇ

�

（
☎
�
１
７
７
１
）

秋
の
ク
リ
ー
ン
作
戦

70
歳
未
満
の
『
高
額
介
護
合

算
療
養
費
』
の
自
己
負
担
限

度
額
に
つ
い
て

　
里
親
と
は
、
家
庭
で
生
活
で
き
な

い
子
ど
も
た
ち
を
自
分
の
家
庭
に
迎

え
入
れ
養
育
し
て
く
だ
さ
る
方
の
こ

と
で
す
。
里
親
に
な
り
た
い
方
、
里

親
制
度
な
ど
に
つ
い
て
詳
し
く
知
り

た
い
方
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問�

い
合
わ
せ
　
北
海
道
室
蘭
児
童
相

談
所
（
☎
㊹
４
１
５
２
）

日�

時
　
10
月
20
日
㈭
13
時
30
分
～
16

時
30
分

場
所
　
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー

内�

容
　
仕
事
検
索
の
方
法
と
解
説
、

職
業
の
解
説
、
個
人
面
談

定
員
　
20
人
（
申
し
込
み
順
）

申�

し
込
み
　
10
月
14
日
㈮
ま
で
に
登

別
職
業
訓
練
協
会

�

（
☎
�
１
４
５
０
）

　
『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
』
は
、

地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
充

実
・
強
化
を
図
り
、
地
域
社
会
の
健

全
な
発
展
と
住
民
福
祉
の
向
上
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
８
種
類

の
助
成
事
業
で
す
。

　
そ
の
う
ち
の
１
つ
『
一
般
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
助
成
事
業
』
で
は
、
住
民
が

自
主
的
に
行
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動

の
促
進
を
図
る
た
め
に
、
必
要
な
設

備
の
整
備
に
関
し
て
助
成
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

里
親
の
募
集

就
職
セ
ミ
ナ
ー

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業

地
方
協
力
本
部
室
蘭
地
域
事
務
所

�

（
☎
㊹
９
５
３
３
）

※�

各
事
業
区
分
に
お
い
て
１
市
町
村

か
ら
の
申
請
は
１
事
業
と
さ
れ
て

い
る
た
め
、
複
数
の
団
体
か
ら
申

請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
選
考
基
準

に
よ
り
選
定
し
ま
す
。

助
成
金
額
　
100
万
円
～
250
万
円

申
請
書
提
出
期
限
　
10
月
７
日
㈮

問
い
合
わ
せ
　
企
画
調
整
Ｇ

�

（
☎
�
１
１
２
２
）

こんなことで、困っていませんか？
〇最近、物忘れがひどい
〇昨日のことを思い出せない
〇時間や場所などの記憶が混乱する
〇日常生活に支障がある

お住まいの地区の地域包括支援センターへご相談ください。
認知症の専門チームがご家庭を訪問します。
◦必要に応じて認知症の専門医などへの橋渡し
◦必要な介護サービスなどの紹介
◦認知症の症状に合わせた関わり方へのアドバイス

▶相談・問い合わせ
登別市地域包括支援センター 担当地区 住所 電話番号

けいあい 鷲別町・美園町・上鷲別町・若草町・
栄町・新生町 鷲別町２丁目32－１ 82－5005

ゆのか
富岸町・青葉町・若山町・大和町・緑
町・川上町・鉱山町・桜木町・片倉
町・新川町・富士町・柏木町

片倉町６丁目９－１
（しんた21内） 88－2106

あおい
常盤町・中央町・幌別町・千歳町・来
馬町・札内町・新栄町・幸町・富浦
町・登別本町・登別港町・登別東町・
中登別町・上登別町・登別温泉町・カ
ルルス町

登別東町３丁目１－２ 83－0511

＜70歳未満の高額介護合算療養費限度額＞

世帯の所得要件 平成26年８月～
平成27年７月　

平成27年
８月以降

901万円超 176万円 212万円

600万円超～901万円以下 135万円 141万円

210万円超～600万円以下 67万円 67万円

210万円以下 63万円 60万円

住民税非課税世帯 34万円 34万円

『ますます安心』あなたを守ります
登別市認知症初期集中支援推進事業がスタートします

26� くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ

くらしのガイド

『
申
し
込
み
』

　
　
　
　
　
　
　
中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

『
問
い
合
わ
せ
』


